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市
し

岡町
お か ま ち

北
き た

３丁目
ち ょ う め

１３番
ばん

７号
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で ん わ
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ちょ くつう

）  FAX
ふ ぁ く す
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人権
じんけん

についての市民
し み ん

意識
い し き

調査
ち ょ う さ

 

－ ご協力
きょうりょく

のお願
ねが

い －  
 

日
ひ

ごろは、豊中
と よ な か

市政
し せ い

の推進
す い し ん

にご協力
きょうりょく

いただき、誠
まこと

にありがとうございます。 

豊中市
と よ な か し

では、「人権
じ ん け ん

文化
ぶ ん か

のまちづくりをすすめる条例
じょうれい

」に基
も と

づき、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの個性
こ せ い

や

人権
じ ん け ん

が大切
た いせ つ

にされ、人間
にんげん

らしく豊
ゆ た

かに生
い

きることができる社会
し ゃ か い

をめざしてまちづくりをすすめてい

ます。 

このたび、今後
こ ん ご

の人権
じ ん け ん

教育
きょういく

・啓発
け い は つ

などの施策
し さ く

をすすめるうえでの基礎
き そ

資料
し り ょ う

とするため、人権
じ ん け ん

に関
かん

するさまざまなお考
かんが

えをお聞
き

きすることにいたしました。 

このアンケートでは、市内
し な い

にお住
す ま

いの満
ま ん

16歳
さ い

以上
い じ ょ う

の方
かた

の中
な か

から無作為
む さ く い

に 2,500人
にん

を選
え ら

ばせて

いただきました。 

この調査
ち ょ う さ

は無記名
む き め い

で行
おこな

い、ご回答
か い と う

いただいた内容
な い よ う

は統計的
と う け い て き

に処理
し ょ り

したうえで利用いたしま

すので、個人
こ じ ん

の回答
か い と う

内容
な い よ う

が外部
が い ぶ

に漏
も

れたりすることはありません。また、調査
ち ょ う さ

目的
も く て き

以外
い が い

に使用
し よ う

することもありませんので、率直
そっちょ く

なご回答
か い と う

をご記入
き に ゅ う

ください。 

ご多忙
た ぼ う

のところ誠
まこと

に恐
お そ

れ入
い

りますが、このアンケートの趣旨
し ゅ し

をご理解
り か い

のうえ、ご協力
きょうりょく

くださいま

すよう、よろしくお願
ねが

いいたします。 

令和
れ い わ

７年
ねん

（２０２５年
ねん

） ７月
がつ

 

豊中市
と よ な か し

 

 

ご記入
き に ゅ う

にあたってのお願
ねが

い 

１．宛名
あ て な

のご本人
ほんにん

がお答
こ た

えになってください。なお、記入
き に ゅ う

に当
あ

たっては、ご家族
か ぞ く

、ご

友人
ゆ う じ ん

の方
かた

などに代筆
だ い ひ つ

していただいても結構
け っ こ う

です。 

２．選択肢
せ ん た く し

がある場合
ば あ い

には、あてはまる番号
ば ん ご う

を〇印
じるし

で囲
か こ

んでください。 

３．質問
し つ も ん

によっては、回答
か い と う

していただく方
かた

が限
かぎ

られる場合
ば あ い

がありますので、矢印
や じ る し

や

注意書
ち ゅ う い が

きにそってお答
こ た

えください。 

４．記入後
き に ゅ う ご

は、無記名
む き め い

のまま、同封
ど う ふ う

の返信用
へ ん し ん よ う

封筒
ふ う と う

に入
い

れて、７月
がつ

２４日
に ち

（水
す い

）までに、

ポストに入
い

れてください。（切手
き っ て

は不要
ふ よ う

です） 

５．インターネット（スマートフォン等
など

）からもご回答
かい と う

いただけます。 

  インターネットで回答
かい と う

された場合
ば あ い

は、調査票
ちょうさひょう

の送付
そ う ふ

は不要
ふ よ う

です。 二次元コード  

 

 

 

 

 

資料1（案） ※前回調査と比較できるもの
の字体を変更し下線を引いています
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問１  次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 
ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 葬式では「清め塩」を用意すべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 
伝統なのだから、祭礼の山車

だ し

や「だんじり」に女性が乗れないの

は、仕方がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ. 結婚相手を決めるときは、家柄や血筋も考慮すべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 大勢の人の考えや行動に合わせた方が何かと無難である １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 占いを信じるほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 「あの世」や「来世
ら い せ

」があると信じるほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

ク. 「お守り」や「お札」の力を信じるほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

 

問２  人権や差別などに関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 
ア～コのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 人権には必ず義務がともなう １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 思いやり優しさをみんながもてば、人権問題は解決する １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 差別の原因は、差別された人の側にもある １ ２ ３ ４ ５ 

エ. どんな理由があっても、差別はいけない １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 
人権問題は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関 

係がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
差別に対して抗議や反対をすることによって、かえって問題が解決 

しにくくなる 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
ささいなことまで差別だ、人権侵害だと声をあげるのは、世の中を窮 

屈にさせる 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク 社会福祉に頼るより、個人がもっと努力する必要がある １ ２ ３ ４ ５ 

ケ 
競争社会だから、競争に負けた人が不利益を受けるのは、仕方 

がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

コ 日本国憲法は、日本に住む人々が従うべきルールである １ ２ ３ ４ ５ 
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問３  日常生活のなかで、あなたはここ５年くらいの間に、人権を侵害されたことがありますか。（○は１つ） 

１. よくある 
問 3-1からお答えください  

２. 時々ある 

３. ほとんどない 

問 4へおすすみください  ４. まったくない 

５. わからない 

 

問 3-1   問 3で「１」または「２」を選んだ方にお聞きします。       

 あなたは人権侵害を受けたそのとき、どのように対応しましたか。主なものを選んでください。 

 （○はいくつでも） 
 

１. 黙って我慢した 

２. 相手に抗議した 

３. 友人・家族など身近な人に相談した 

４. 学校の先生に相談した 

５. 職場の上司や地域の有力者に相談した 

６. 弁護士に相談した 

７. 市民団体に相談した 

８. 法務局または人権擁護委員に相談した 

９. 民生委員・児童委員に相談した 

10. 市役所に相談した 

11. 男女共同参画推進センターすてっぷに相談した 

12. 国際交流センターに相談した 

13. 人権平和センターに相談した  

14. 警察に相談した 

15. その他（具体的に：                                        ） 

 

問４  あなたは、憲法により義務ではなく、「国民の権利」と定められているのはどれだと思いますか。 
（○はいくつでも） 

１. 思っていることを世間に発表する ５. 人間らしい暮らしをする 

２. 税金を納める ６. 労働組合をつくる 

３. 目上の人に従う ７. 憲法に何が定められているかわからない 

４. 道路の右側を歩く  
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問５  家族や性別役割などに関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 
ア～シのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくても、どちらでもよい １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 子どもが 3歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 夫の親を妻が介護するのは当然だ １ ２ ３ ４ ５ 

ク. 
結婚しても、夫婦の生活がうまく行かないのなら、離婚をするのも

やむを得ない 
１ ２ ３ ４ ５ 

ケ. 結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 

コ. 男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

サ. 自分の身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない １ ２ ３ ４ ５ 

シ. 男性は家族を養って一人前だ １ ２ ３ ４ ５ 

 

問６  子ども（※）の人権に関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 
ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 教師が子どもを指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 保護者が子どものしつけのために体罰を加えるのは、仕方がない １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 
家族の世話のために、子どもが学校の部活動に参加しづらくなる

ことは問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

オ. 
学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことは

よくない 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ. 不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できない

のは、やむを得ない 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク. 子どもは成長途上なので、人権が制限される １ ２ ３ ４ ５ 

※平成元年（1989 年）に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」では、18 歳未満の人

を「子ども」としています。 
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問７  高齢者や障害者に関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 
ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 
高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪くなることは、人

権侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 
高齢者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否され

ることは問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 
悪徳商法や詐欺などによる被害が多いのは、高齢者の注意が

足りないからだ 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ. 
介護や介助を受ける高齢者や障害者が、あまりあれこれ自己主

張するのはよくない 
１ ２ ３ ４ ５ 

オ. 
障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対すること

は人権侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
障害者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否され

ることは問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても

仕方がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク. 
出生前診断で胎児に障害があるとわかった場合、産まないとい

う選択をすることは、やむを得ない 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

問８  日本で暮らす外国人に関する次のような意見や考え方について、あなたはどのように思いますか。 
ア～キのそれぞれについて選んでください。（〇はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 
外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱いを

受けても仕方がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 
災害などの緊急時に、日本語が伝わらない外国人への対応が

おろそかになることは問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 
理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させる

ことは問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ. 
自分が住んでいる地域に外国人が増えると、治安や秩序が
乱れるという気持ちがある 

１ ２ ３ ４ ５ 

オ. 
外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう

努力すべきだ 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ. 日本政府が難民の受け入れに消極的であることは問題だ １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
在日外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害であ

る 
１ ２ ３ ４ ５ 
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問９  あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚を反
対されているとします。あなたが相談を受けた場合どのような態度をとると思いますか。（○は１つ）    

１. 反対する家族を説得するなど、力になろうと言う 

２. 迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う 

３. 慎重に考えたほうがよいと言う 

４. あきらめるように言う 

５. どう言えばよいのかわからない 

６. その他（具体的に：                      ）                                                  

 

問 9-1   問 9で「3」または「4」を選んだ方にお聞きします。 

 「結婚は慎重に考えたほうがいい」「結婚はしないほうがいい」と考えるのは、どうしてですか。 

 （○はいくつでも） 

１. 家族が反対しているなら、それに従うべきだから 

２. 将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから 

３. 将来、結婚した本人やその子どもが差別を受けるかもしれないから 

４. 同和地区の人と親戚になりたくないから 

５. 将来、自分や自分の家族が差別を受けるかもしれないから 

６. その他（具体的に：                                        ） 

 

問１０  あなたは、この５年間に同和問題に関して、次のような発言を直接聞いたことがありますか。 
複数ある場合は、強く印象に残っているものを選んでください。（○は１つ）     

１. 同和地区の人（子ども）とは、付き合っては（遊んでは）いけない 

問 10-1からお答えください 

２. 同和地区の人とは、結婚してはいけない 

３. 同和地区の人はこわい 

４. 同和地区の人は無理難題を言う 

５. 同和地区は治安が悪い 

６. 住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい 

７. 聞いたことはない 問 11へおすすみください 

 

問 10で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。 
 

問 10-1 それは誰から聞きましたか。主なものを選んでください。（○は１つ） 

１. 家族 ３. 近所の人 ５. 職場の人 ７. その他 

２. 親戚 ４. 友人 ６. 知らない人 （具体的に：             ） 

 

問 10-2 それを聞いたとき、どう感じましたか。また、どうしましたか。（○は１つ） 

１. そのとおりと思った 

２. そういう見方もあるのかと思った 

３. 反発・疑問を感じたが、相手には何も言わなかった 

４. 反発・疑問を感じ、相手にその気持ちを伝えた 

５. とくに何も思わなかった 

 

問 10へおすすみください 

問 9-1からお答えください 

問 10へおすすみください 
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問11  あなたが新たに住まいを選ぶ際、価格や交通の便などの希望条件に合致した物件が同和地区内にあ
ったとしたら、あなたはどうしますか。（○は1つ） 

 

 

 

 

 

 

問 11で「１」または「2」を選んだ方にお聞きします。 
 

問 11-1 あなたはなぜそのように思うのですか。（○はいくつでも） 

 

１. 同和地区に住むことで、自分や家族が差別を受けるかもしれないから 

２. 同和地区の生活環境や慣習などが自分には合わないと思うから 

３. 同和地区は閉鎖的で、自分や家族が「よそ者」扱いされそうだから 

４. 同和地区は治安が悪いから 

５. 同和地区の物件は価格上昇が見込めないから（転売が難しいと思うから） 

６．同和地区には住まない方がいいと聞いたことがあるから 

７．その他（具体的に：                                  ） 

 

問12  あなたは、次の各分野で男女の地位がどの程度平等になっていると思いますか。 
ア～ケのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ）               

 男
性
の
ほ
う
が
優
位
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

男
性
の
ほ
う
が
優
位
で
あ
る 

平
等
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

女
性
の
ほ
う
が
優
位
で
あ
る 

女
性
の
ほ
う
が
優
位
で
あ
る 

ア. 学校教育の場では １ ２  ３ ４ ５ 

イ. 家庭生活の場では １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 職場では １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 地域活動の場では １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 社会通念や地域の慣習・しきたりでは １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 法律や制度の上では １ ２ ３ ４ ５ 

キ  政治の場では １ ２ ３ ４ ５ 

ク 経済界では １ ２ ３ ４ ５ 

ケ  社会全体として １ ２ ３ ４ ５ 

 

  

１. 避けると思う 

２. どちらかといえば避けると思う 

３. どちらかといえば避けないと思う 

４. 避けないと思う 

問 11-1からお答えください 

問12へおすすみください 
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問13  あなたは、差別や人権に関する次のような意見や考え方についてどのように思いますか。       
ア～タのそれぞれについて選んでください。 （○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 
結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは人

権侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 自分の身内は同和地区出身者とは結婚してほしくない １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 
同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だから、同和教

育・啓発はしないほうがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ. 同和地区住民は、現在でも生活のさまざまな面で優遇されている １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 同和問題は、他の人権問題に比べてわかりにくいと感じる １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
就職の面接で、人事担当者が就職希望者の家族構成を聞くこと

は問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
就職の面接で、人事担当者が女性に対して結婚や出産の予定の

有無を聞くことは問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク. 
凶悪事件の場合であっても、未成年の犯人の実名を公表するの

は問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

ケ. 
刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易に決まらないことは

問題だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

コ. 自分の身内に同性愛者はいてほしくない １ ２ ３ ４ ５ 

サ. 同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない １ ２ ３ ４ ５ 

シ. 
知人から性的マイノリティだと打ち明けられたら、どう接するべきか

わからない 
１ ２ ３ ４ ５ 

ス. 
ハンセン病患者（※）が強制隔離されたことについては、仕方がな

かった 
１ ２ ３ ４  ５ 

セ. ホームレスになるのは、本人の責任が大きい １ ２ ３ ４ ５ 

ソ. 
表現の自由に関わる問題なので、インターネット上の情報規制は

行うべきではない 
１ ２ ３ ４ ５ 

タ. 
新聞やテレビ等のマスメディアからの情報よりも SNS で得られる情

報のほうが信頼できる 
１ ２ ３ ４ ５ 

※ハンセン病は、慢性の感染症で、決して隔離療養する必要のない病気ですが、日本では、平成 8 年（1996 年）まで

ハンセン病にかかった患者を隔離するよう規定した法律がありました。それにより、患者は長い間、療養所で生活を送

らざるを得ず、著しく人権を侵害されてきました。現在の日本ではハンセン病にかかる人はほとんどおらず、ハンセン

病回復者と呼ぶことが一般的となっています。また、回復者をハンセン病元患者と呼ぶこともあります。 

 

問14  あなたは、小学校から高校の間に、差別や人権に関する教育を受けたことがありますか。 
（○は１つ） 

１. 受けたことがあり、内容は興味深かった 

２. 受けたことはあるが、内容はつまらなかった      問 14-1からお答えください 

３. 受けたことはあるが、内容はよく覚えていない 

４. 受けたことがない                             問 15へおすすみください 
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問 14で「１」「２」「３」を選んだ方にお聞きします。 
 

問 14-1  どういう内容を教わりましたか。（○はいくつでも） 
 

１. 女性の人権問題 ９. アイヌ民族の人権問題 

２. 高齢者の人権問題 １０．子どもの人権問題 

３. 障害者の人権問題 １１. 子どもの権利条約 

４. 同和問題 １２. 性的マイノリティの人権問題 

５. 在日韓国・朝鮮人の人権問題 １３. インターネットと人権 

６. 外国人労働者とその家族の人権問題 １４. 戦争と人権 

７. HIV(エイズウイルス)感染者の人権問題 １５. その他（具体的に：                ） 

８. ハンセン病回復者の人権問題 １６．おぼえていない、わからない 

 

問15  あなたは、以下の法律や条例、また、人権問題に関する行政の取組や相談窓口を知っていますか。 
ア～チのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ）  

 内
容
（
趣
旨
）ま
で 

知
っ
て
い
る 

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が 

内
容
ま
で
知
ら
な
い 

ま
っ
た
く
知
ら
な
い 

 

法律・豊中市の条例 

ア. 
障害者差別解消法 

（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律） 
１ ２ ３ 

イ. 
ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律） 
１ ２ ３ 

ウ. 部落差別解消推進法（部落差別の解消の推進に関する法律） １ ２ ３ 

エ. 人権文化のまちづくりをすすめる条例 １ ２ ３ 

オ 
LGBT理解増進法（性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に

関する国民の理解の増進に関する法律） 
１ ２ ３ 

豊中市の施設や取組 

カ. 広報誌、啓発冊子、教育教材 １ ２ ３ 

キ. ホームページによる情報発信 １ ２ ３ 

ク. 豊中市が作成した同和問題啓発動画 １ ２ ３ 

ケ. 
本人通知制度（戸籍謄本や住民票を第三者に交付した時に事前に登

録した本人にお知らせする制度） 
１ ２ ３ 

コ. 
豊中市やさしい日本語啓発事業（やさしい日本語とは、外国人だけでなく高
齢者や障害者、子ども等、誰にでもわかりやすいよう簡単にした日本語） 

１ ２ ３ 

サ. 
豊中市パートナーシップ宣誓証明制度（性別、性的指向、性自認に関わら
ず、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓したことを市が証明する制度） 

１ ２ ３ 

シ. 人権平和センター豊中、人権平和センター螢池（人権に関する施設） １ ２ ３ 

ス. 男女共同参画推進センターすてっぷ １ ２ ３ 

セ. 国際交流センター １ ２ ３ 

相談窓口 

ソ. 人権相談、総合生活相談 １ ２ ３ 

タ. 人権擁護委員による人権相談 １ ２ ３ 

チ. 法務局による人権相談・救済措置 １ ２ ３ 
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問16 あなたご自身について、以下のことがらにどの程度あてはまりますか。（○はそれぞれ1つ） 

 よ
く
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ま
っ
た
く 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ア. 自分は毎日、大きな心配はなく、安心して生活できている １ ２ ３ ４ 

イ. 自分は周りの人たちから大切にされていると感じる １ ２ ３ ４ 

ウ. 自分には日常生活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる １ ２ ３ ４ 

エ. 自分には人とのつきあいがないと感じる １ ２ ３ ４ 

オ. 自分は取り残されていると感じる １ ２ ３ ４ 

カ. 自分は他の人たちから孤立していると感じる １ ２ ３ ４ 

 

問17 あなたご自身のことについて、お聞きします。                                     

※この調査結果を分析し、今後の人権教育・啓発の課題を明らかにしていくうえで、性別・年齢別比較は

非常に重要です。そのためあなたの性別と年齢をお聞きします。 
 

 問17-1 あなたの性別（〇は1つ） 

１. 男性 ２. 女性 ３. その他・いずれでもない 

 

 問17-2 あなたの年齢（７月１０日現在の満年齢でお答えください） 

１. １６～１９歳 ５. ５０～５９歳 

２. ２０～２９歳 ６. ６０～６９歳 

３. ３０～３９歳 ７. ７０歳以上 

４. ４０～４９歳  

 

問18  人権が尊重されるまちをつくるために、あなたはどのようなことができると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

◆人権や差別などについての動画や事業、相談窓口 

動画 

「部落差別

ってなに？ 

ショート動画 

「同和問題

マジレスす

ると」 

豊中市 

やさしい日本

語啓発事業 

豊中市 

女性総合相

談窓口 

 

調査項目は以上です。ご協力ありがとうございました。 

この調査票を同封の返信用封筒に入れて、●月●日（●）までに、ポストへ入れてください。（切手は不要です） 

QR 

 

QR 

 

QR 

 

QR 

 



 

 

アンケート調査
ち ょ う さ

についてのご質問
し つ も ん

・お問
と い

合
あわ

せ先
さ き

 
 

豊中市
と よ な か し

 人権
じ ん け ん

政策
せ い さ く

課
か

 

〒５６１-８５０１  豊中市中
と よ な か し な か

桜
さくら

塚
づか

３丁目
ち ょ う め

１番
ばん

１号
ご う

 

電話
で ん わ

 ０６-６８５８-２５８６（直通
ちょ くつう

）  FAX
ふ ぁ く す

 ０６-６８４６-６００３ 

人権
じんけん

についての市民
し み ん

意識
い し き

調査
ち ょ う さ

 

－ ご協力
きょうりょく

のお願
ねが

い －  
 

日
ひ

ごろは、豊中
と よ な か

市政
し せ い

の推進
す い し ん

にご協力
きょうりょく

いただき、誠
まこと

にありがとうございます。 

豊中市
と よ な か し

では、「人権
じ ん け ん

文化
ぶ ん か

のまちづくりをすすめる条例
じょうれい

」に基
も と

づき、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの個性
こ せ い

や

人権
じ ん け ん

が大切
た いせ つ

にされ、人間
にんげん

らしく豊
ゆ た

かに生
い

きることができる社会
し ゃ か い

をめざしてまちづくりをすすめてい

ます。 

このたび、今後
こ ん ご

の人権
じ ん け ん

教育
きょういく

・啓発
け い は つ

などの施策
し さ く

をすすめるうえで参考
さ ん こ う

とさせていただくため、

人権
じ ん け ん

に関
かん

するさまざまなお考
かんが

えをお聞
き

きすることにいたしました。 

このアンケートでは、市内
し な い

にお住
す ま

いの満
ま ん

16歳
さ い

以上
い じ ょ う

の方
かた

の中
な か

から無作為
む さ く い

に 4,000人
にん

を選
え ら

ばせて

いただきました。 

ご回答
か い と う

いただいた内容
な い よ う

は統計的
と う け い て き

に処理
し ょ り

したうえで利用
り よ う

させていただきますので、個人
こ じ ん

の回答
か い と う

内容
な い よ う

が外部
が い ぶ

に漏
も

れたりすることはありません。また、調査
ち ょ う さ

目的
も く て き

以外
い が い

に使用
し よ う

することもありません

ので、率直
そっちょ く

なご回答
か い と う

をご記入
き に ゅ う

ください。 

ご多忙
た ぼ う

のところ誠
まこと

に恐
お そ

れ入
い

りますが、このアンケートの趣旨
し ゅ し

をご理解
り か い

のうえ、ご協力
きょうりょく

くださいま

すようよろしくお願
ねが

いいたします。 

 

令和
れ い わ

元年
がんねん

（２０１９年
ねん

） ７月
がつ

 

豊中市
と よ な か し

 

 

ご記入
き に ゅ う

にあたってのお願
ねが

い 

１．宛名
あ て な

のご本人
ほんにん

がお答
こ た

えになってください。なお、記入
き に ゅ う

に当
あ

たっては、ご家族
か ぞ く

、ご

友人
ゆ う じ ん

の方
かた

などに代筆
だ い ひ つ

していただいても結構
け っ こ う

です。 

２．選択肢
せ ん た く し

がある場合
ば あ い

には、あてはまる番号
ば ん ご う

を〇印
じるし

で囲
か こ

んでください。また（   ）に

は具体的
ぐ た い て き

に内容
な い よ う

を記入
き に ゅ う

してください。 

３．質問
し つ も ん

によっては、回答
か い と う

していただく方
かた

が限
かぎ

られる場合
ば あ い

がありますので、矢印
や じ る し

や

注意書
ち ゅ う い が

きにそってお答
こ た

えください。 

４．記入後
き に ゅ う ご

は、無記名
む き め い

のまま、同封
ど う ふ う

の返信用
へ ん し ん よ う

封筒
ふ う と う

に入れて、７月
がつ

２４日
に ち

（水
す い

）までに、

ポストに入
い

れてください。（切手
き っ て

は不要
ふ よ う

です） 
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問１  あなたは、次のようなことは人権侵害にあてはまると思いますか。 
ア～ケのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 よ
く
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ま
っ
た
く 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ア. 
女性ということで、同じ勤続年数の男性よりも、給料や昇進で低い

評価を受けること 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 愛情を理由に恋人や配偶者の行動を干渉すること １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 
障害のある人が結婚したり子どもを育てることに、周囲が反対する

こと 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ. 在日外国人の地方参政権を認めていないこと １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 結婚に際して、相手の出身地が同和地区かどうかを調べること １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪くなること １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
性的な被害を受けた女性に対して、周囲が「夜遅くに外出した」

「スキがあった」などと非難すること 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク. ＨＩＶ（エイズウイルス）感染を理由に、労働者が解雇されること １ ２ ３ ４ ５ 

ケ. 犯罪被害者が名前や住所を報道されること １ ２ ３ ４ ５ 

 

問２  人権や差別の問題について、次のような考え方があります。これらの考え方に対し、あなたはどの程度
あてはまると思いますか。ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 よ
く
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ま
っ
た
く 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ア. 差別は、人間として最も恥ずべき行為の一つである １ ２ ３ ４ ５ 

イ. どんな理由があっても差別はいけない １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 社会的に弱い立場にある人の権利は、社会全体で守る必要がある １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 差別の原因は、差別された人の側にもある １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 差別された人の気持ちをきちんと聞くことが大事だ １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
差別された人は、まず、世の中に受け入れられるように努力する必

要がある 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
みんな同じが良いという考え方が、一人ひとりの個性や少数者を排

除することにつながっている 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク. 
人権を強調するあまり、権利にともなう義務や責任をおろそかにす

るのはよくない 
１ ２ ３ ４ ５ 
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問３ あなたは、子ども（※）の人権に関する次のような意見についてどのように思いますか。 
ア～キのそれぞれについて、最もお考えに近いものを選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 教師が子どもを指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 保護者が子どものしつけのために体罰を加えるのは、しかたがない １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 
保護者が子どもの様子を知るためでも、子どもの手紙や日記、メー

ルなどを勝手に見ないほうがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 

オ. 
学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことは

よくない 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ. 不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できない

のは、やむを得ない 
１ ２ ３ ４ ５ 

※平成元年（1989年）に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」では、18歳未満の人を 

「子ども」としています。 

 

問４  あなたは、「人権」という言葉からどのようなことを連想しますか。（○はいくつでも） 

１. 自由 ５. 自立 ９. 格差 13. この中にはない  

⇒具体的にどのようなことを連想しますか 

（                             ） 
２. 平等 ６. 生存 10. 差別 

３. 幸福 ７. 共存 11. 思いやり 

４. 尊厳 ８. 他人事 12. 建て前 

 

問５  日常生活のなかで、あなたはここ５年くらいの間に、人権を侵害されたことがありますか。（○は１つ） 

１. よくある 
問 5-1からお答えください  

２. 時々ある 

３. ほとんどない 

問 6へおすすみください  ４. まったくない 

５. わからない 

 

問 5-1   問 5で「１」または「２」を選んだ方にお聞きします 

 あなたは人権侵害を受けたそのとき、どのように対応しましたか。主なものを選んでください。 

 （○はいくつでも） 
 

１. 黙って我慢した 

２. 相手に抗議した 

３. 友人・家族など身近な人に相談した 

４. 学校の先生に相談した 

５. 職場の上司や地域の有力者に相談した 

６. 弁護士に相談した 

７. 市民団体に相談した 

８. 法務局または人権擁護委員に相談した 

９. 市役所に相談した 

10. 警察に相談した 

11. その他（具体的に：                                        ） 
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問６  あなたは、憲法により義務ではなく、「国民の権利」と定められているのはどれだと思いますか。 
（○はいくつでも） 

１. 思っていることを世間に発表する ５. 人間らしい暮らしをする 

２. 税金を納める ６. 労働組合をつくる 

３. 目上の人に従う ７. 憲法に何が定められているかわからない 

４. 道路の右側を歩く  
 

問７  あなたは、次のようなことは人権の観点から問題があると思いますか。 
あなたのお考えを教えてください。ア～キのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 問
題
が
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

問
題
が
あ
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
問
題
が 

あ
る
と
は
思
わ
な
い 

問
題
が
あ
る 

と
は
思
わ
な
い 

ア. 就職の面接で、人事担当者が就職希望者の家族構成を聞くこと １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 
就職の面接で、人事担当者が女性に対して、結婚や出産の予定の

有無を聞くこと 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 凶悪事件の場合は、未成年であっても、犯人の実名を公表すること １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 企業の採用や昇進などで、日本国籍をもつ人が優先されること １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易には決まらないこと １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
理由にかかわらず、不法滞在の外国人を日本国外に強制退去さ

せること 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
災害などの緊急時に、日本語が伝わらない外国人への対応がお

ろそかになること 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

問８  次のような家族に関わるいろいろな見方や考え方について、あなたはどのように思いますか。 
ア～スのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と 

い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と 

い
え
ば
そ
う
は 

思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくても、どちらでもよい １ ２ ３ ４ ５ 

イ. 結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない １ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 子どもが３歳くらいまでは母親の手で育てるべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 夫の親を妻が介護するのは当然だ １ ２ ３ ４ ５ 

ク. 
結婚しても、夫婦の生活がうまく行かないのなら、離婚をするのも

やむを得ない 
１ ２ ３ ４ ５ 

ケ. 結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 

コ. 男どうし、女どうしの結婚も認めるべきだ １ ２ ３ ４ ５ 

サ. 自分の身内が外国人と結婚することには抵抗がある １ ２ ３ ４ ５ 

シ. 自分の身内に同性愛者はいてほしくない １ ２ ３ ４ ５ 

ス. 自分の身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない １ ２ ３ ４ ５ 
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問９  次のような意見や考え方に対し、あなたはどの程度あてはまると思いますか。 
ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 よ
く
あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ま
っ
た
く 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ア. 
自宅近くに障害者の作業所やグループホームの建設計画が持

ち上がった場合は反対する 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 
自分の身内には障害のある子どもが生まれてほしくないという気

持ちがある 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 
自分が住む地域に外国人が増えると、治安や秩序が乱れるとい

う気持ちがある 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ. 同和地区を含む校区には引っ越したくない １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 児童養護施設を含む校区には引っ越したくない １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう

努力すべきだ 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ. 
同和問題は、そっとしておけば自然になくなる問題だから、同和

教育・啓発などはしないほうがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク. 
インターネット上に差別を助長するような書き込みを行った者に

対しては、処罰する法整備が必要だ 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

問10  あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚を 
反対されていることについて、あなたが相談を受けた場合、あなたならどのような態度をとると思いま 
すか。最もお考えに近いものを選んでください。（○は１つ） 

１. 反対する家族を説得するなど、力になってあげようと言う 

２. 迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う 

３. 慎重に考えたほうがよいと言う 

４. あきらめるように言う 

５. どう言えばよいのかわからない 

６. その他（具体的に：                                                 ） 

 

問11  あなたは、この５年間に同和問題に関して、次のような発言を直接聞いたことがありますか。 
複数ある場合は、強く印象に残っているものを選んでください。（○は１つ） 

１. 同和地区の人（子ども）とは、付き合っては（遊んでは）いけない 

問 11-1からお答えください 

２. 同和地区の人とは、結婚してはいけない 

３. 同和地区の人はこわい 

４. 同和地区の人は無理難題を言う 

５. 同和地区は治安が悪い 

６. 住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい 

７. 聞いたことはない 問 12へおすすみください 
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問 11-1～問 11-2は、問 11で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします 
 

問 11-1 それは誰から聞きましたか。主なものを選んでください。（○は１つ） 
 

１. 家族 ３. 近所の人 ５. 職場の人 ７. その他 

２. 親戚 ４. 友人 ６. 知らない人 （具体的に：             ） 

 

問 11-2 それを聞いたとき、どう感じましたか。また、どうしましたか。（○は１つ） 
 

１. そのとおりと思った 

２. そういう見方もあるのかと思った 

３. 反発・疑問を感じたが、相手には何も言わなかった 

４. 反発・疑問を感じ、相手にその気持ちを伝えた 

５. とくに何も思わなかった 

 

 

問12  あなたは、性的マイノリティ（※）に関する次のような意見や考え方について、どう思いますか。ア～ク 
のそれぞれについて、最もお考えに近いものを選んでください。（○はそれぞれ1つ） 

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と 

い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
は
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

ア. 
外見は女性でも、心は男性であると自認している中学生が男子生

徒の制服着用を望む場合は、本人の意思を尊重すべきである 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 
外見は男性でも、心は女性であると自認している中学生が女子生

徒の制服着用を望む場合は、本人の意思を尊重すべきである 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 男性が男性に恋愛感情をいだくのはおかしい １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 女性が女性に恋愛感情をいだくのはおかしい １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 男女両方に恋愛感情をいだくのはおかしい １ ２ ３ ４ ５ 

カ. 男性同性愛者には女性的な人が多い １ ２ ３ ４ ５ 

キ. 女性同性愛者には男性的な人が多い １ ２ ３ ４ ５ 

ク. 性同一性障害のために性別変更を望む人は、同性愛者である １ ２ ３ ４ ５ 

※性的マイノリティは、自分の性別をどのように認識しているかという性自認や、自分の性的感情や性的欲望がどの性に向くの

かという性的指向などの性のありようが社会の多数派とは異なる人たち。具体的には、同性愛者や両性愛者、身体の性と性

自認が一致しないトランスジェンダーなど、多様な人たちがいます。 
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問13  携帯電話やスマートフォン、パソコンなどのインターネット上での次のような書き込みや行為について、
どう思いますか。ア～カのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 問
題
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

問
題
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

問
題
だ
と
は
思
わ
な
い 

問
題
だ
と
は
思
わ
な
い 

ア. 
名前や住所、電話番号など個人を特定できる情報を流出させる

書き込み 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ. 
個人の日常生活や人間関係など、プライバシーに関する情報を

流出させる書き込み 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ. 同和地区の地名や所在地を明らかにするような書き込み １ ２ ３ ４ ５ 

エ. 同和地区出身者の名前や住所を明らかにするような書き込み １ ２ ３ ４ ５ 

オ. 
同和地区に対する差別をあおったり、偏見やマイナスイメージを

広げる書き込み 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ. 
在日韓国・朝鮮人に対する差別をあおったり、偏見やマイナスイメ

ージを広げる書き込み 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

問14  あなたは、小学校から高校の間に、差別や人権に関する教育を受けたことがありますか。 
（○は１つ） 

１. ある ⇒ 問 14-1からお答えください ２. ない ⇒ 問 15へおすすみください 

 

問 14-1  問 14で「１」を選んだ方にお聞きします 

どういう内容を教わりましたか。（○はいくつでも） 
 

１. 女性の人権問題 ８. ハンセン病回復者（※）の人権問題 

２. 高齢者の人権問題 ９. アイヌ民族の人権問題 

３. 障害者の人権問題 10. 子どもの人権問題 

４. 同和問題 11. 子どもの権利条約 

５. 在日韓国・朝鮮人の人権問題 12. 性的マイノリティの人権問題 

６. 外国人労働者とその家族の人権問題 13.その他 （具体的に：                ） 

７. HIV(エイズウイルス)感染者の人権問題 14. 覚えていない、わからない 

※ハンセン病は、慢性の感染症で、決して隔離療養する必要のない病気ですが、日本では、平成 8 年（1996 年）まで

ハンセン病にかかった患者を隔離するよう規定した法律がありました。それにより、患者は長い間、療養所で生活を送

らざるを得ず、著しく人権を侵害されてきました。現在の日本ではハンセン病にかかる人はほとんどおらず、ハンセン

病回復者と呼ぶことが一般的となっています。また、回復者をハンセン病元患者と呼ぶこともあります。 
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問15  次のような人権や差別の問題について、あなたはこの10年で問題が改善方向に向かっていると 
思いますか。ア～コのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

 か
な
り 

改
善
し
た 

や
や 

改
善
し
た 

あ
ま
り 

変
わ
ら
な
い 

や
や 

悪
化
し
た 

か
な
り 

悪
化
し
た 

よ
く 

わ
か
ら
な
い 

ア. 女性の人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

イ. 障害者の人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ウ. 同和問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

エ. 高齢者の人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

オ. 日本に在住する外国人の人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

カ. 子どもの人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

キ. 職業や雇用をめぐる人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ク. ハンセン病回復者の人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ケ. HIV（エイズウイルス）感染者の人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

コ. 性的マイノリティの人権問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

問16  あなたの性別は。 

１. 男性 ２. 女性 ３. その他 

 

問17  あなたの年齢は。（７月１０日現在の満年齢でお答えください） 

１. １６～１９歳 ５. ５０～５９歳 

２. ２０～２９歳 ６. ６０～６９歳 

３. ３０～３９歳 ７. ７０歳以上 

４. ４０～４９歳  
 

問18  人権が尊重されるまちをつくるために、あなたはどのようなことができると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

◆人権や差別などについて、ご意見・ご要望などがございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

調査項目は以上です。ご協力ありがとうございました。 

この調査票を同封の返信用封筒に入れて、７月２４日（水）までに、ポストへ入れてください。（切手は不要です） 



豊中市令和７年度⼈権に関する市⺠意識調査 調査項目 ○比較可能、△一部比較可能、－比較対象外
 ※前回令和元年度の調査との比較

前回設問 今回設問 設問内容 比較 一部比較可能な項目

問1 慣習や伝統的な考え⽅に対する意識 ー
問2 問2 ⼈権や差別問題に対する考え⽅ △ （ウ）、（エ）
問5 問3 ⼈権侵害の経験の有無 〇
問5-1 問3-1 ⼈権侵害を受けたときの対応 △ 選択肢1〜10、14
問6 問4 ⽇本国憲法における国⺠の権利 〇
問4 削除 「⼈権」という⾔葉から連想すること ー

問8 問5 家族にかかわる⼈権 △
（ア）、（イ）、（ウ）、（オ）、
（カ）、（キ）、（ク）、（ケ）、
（コ）、（サ）

問3 問6 子どもの⼈権について △
（ア）、（イ）、（ウ）、（オ）、
（カ）、（キ）

問1 問7 ⼈権侵害に該当する事象 △ （ア）、（オ）

問1・7・9 問8
⼈権侵害に該当する事象
⼈権の観点から問題がある⾏為
身近な⼈権問題

△
（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、
（キ）

問10 問9 同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度 〇
問9-1 同和地区出身者との結婚に否定的な理由 ー

問11 問10 同和問題に関する発⾔を聞いた経験 〇
問11-1 問10-1 同和問題に関する発⾔を誰から聞いたのか 〇
問11-2 問10-2 同和問題に関する発⾔を聞いたとき、どう感じたか 〇

問11 同和地区への引っ越しに対する意識 ー
問11-1 同和地区への引っ越しに否定的な理由 ー
問12 男⼥の地位に対する平等感 ー

問12 削除 性的マイノリティに関する⼈権問題についての意識 ー

問1・7・
8・9

問13

⼈権侵害に該当する事象
⼈権の観点から問題がある⾏為
家族にかかわる⼈権
身近な⼈権問題

△
（ア）、（ウ）、（カ）、（キ）、
（ク）、（ケ）、（コ）

問13 削除 インターネット上の書き込みや⾏為についての意識 ー
問14 問14 ⼈権教育を受けた経験の有無 〇 選択肢が変わっているが可能
問14-1 問14-1 ⼈権教育を受けた内容 △ 選択肢1〜12、15，16

問15 ⼈権に関する法律や⾏政の取組みに対する認知 ー
問15 削除 ⼈権や差別問題の動向 ー

問16 孤⽴感、幸福感 ー
問16・17 問17 性別・年齢 ー
問18 問1８ 自由記述 ー

資料３



委託業務の見直しの経過

・相談業務

・人権・平和啓発業務

・地域交流
高齢者ふれあい事業や世代間交流事業など
の企画を実施

こどもの学び・居場所事業（豊中）
（子どもの居場所支援臨時特例事業）

こども多世代ふれあい事業（螢池）
（子どもの居場所支援臨時特例事業）

相談及び人権・平和啓発事業

令和5年度 令和６年度

相談及び人権・平和啓発事業

・相談業務

・人権・平和啓発業務

・地域交流

高齢者ふれあい事業や世代間交流事業など
の企画を実施

令和７年度

相談及び人権・平和啓発事業

・相談業務

・人権・平和啓発業務

・地域交流

児童育成支援拠点事業（中部圏域）

児童育成支援拠点事業（北西部圏域）

※ 人権平和センタ一の所管業務として、
一般財団法人とよなか人権まちづくり協会が業務を受託

全市的な支援体制の強化のため
こども支援課に業務を移管
日常生活圏域（7圏域）ごとに
公募にて事業者を決定

年齢を問わず、多様な世代・人が集まり、多様な
過ごし方ができる居場所、つながりをもつことが
できる交流の場を実施する
「こども多世代ふれあい広場（豊中・螢池）」

国の制度改正

※ 一般財団法人とよなか人権文化まちづくり協会
が公募により選定され、業務を受託

※ 他の事業者が選定され、業務を受託

人権政策課
人権平和センター

こども支援課

人権政策課
人権平和センター

人権政策課
人権平和センター

こどもの学び・居場所事業（豊中）
（児童育成支援拠点事業）

こども多世代ふれあい事業（螢池）
（児童育成支援拠点事業）

事業の見直し

業務移管

連携

※一般財団法人とよなか人権まちづくり
協会が公募により選定され、業務を受託


